
（特Ａ・学部卒大学院修了等５年経過） 

一橋大学附属図書館特別利用証（Ａ）交付申込書 

  年  月  日

一橋大学附属図書館長 殿 
 
以下により、標記の利用証を交付してくださるようお願いします。 

利用資格 一橋大学附属図書館利用規則第２条第１項第６号（本学の学部卒業生及び大学院修了者等）に

該当 

利用範囲 閉架書庫入庫：不可 館外貸出：不可 有効期間 交付日から１年間（更新可）

フリガナ  生年月日 
 
    年   月   日氏  名  

住  所 
〒 

電話番号  携帯電話  

E-mail  

私は、次のとおり利用証の交付要件を満たしています。 
□ 一橋大学          学部を卒業 

□ 一橋大学大学院       研究科修士課程を修了(５年を経過) 
□ 一橋大学大学院       研究科専門職学位課程を修了(５年を経過) 
□ 一橋大学大学院国際･公共政策教育部専門職学位課程を修了(５年を経過) 

□ 一橋大学大学院       研究科博士課程を修了(５年を経過) 
□ 一橋大学大学院       研究科博士課程を単位修得後退学(５年を経過) 

（      年    月）卒業 / 修了 / 単位取得後退学 

 

 

卒業証明 修了・単位修得後退学証明 

一橋大学附属図書館長 殿 

上記の者が上記の学部を 

卒業 

したことを証明します。

一橋大学附属図書館長 殿 

上記の者が上記の課程を 

□ 修了  □ 単位修得後退学 

したことを証明します。

一橋大学 

学務部教務課 

証明印   

 

一橋大学 

大学院 

        研究科     証明印   

□ 上記証明に代えて、次の書類を添付します。 
（ 卒業証明書 / 修了・単位修得退学証明書 / 学位記・卒業証書の写 / 旧利用証 ） 

※卒業・修了・単位修得後退学の証明は、上記のいずれか一つのみをご提出ください。 

※旧利用証による証明は、特別利用証(A)の更新又は特別利用証(B)からの切替の場合に限ります。

※ご記入いただいた情報は、国立大学法人一橋大学個人情報保護規則（平成 17 年規則第 38 号）に

基づき適正に管理します。 

以下、事務処理欄 
 

交付日 

有効期限日 

確認 受付  利用証番号 ― 
  利用者コード 


